
◎裁判所法の一部を改正する法律 
（平成二九年四月二六日法律第二三号）   

一、提案理由（平成二九年三月二一日・衆議院法務委員会） 

○金田国務大臣 

……………（略）…………… 

 次に、裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 この法律案は、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るため、司法修習生に対し修習

給付金を支給する制度を創設すること等を目的とするものでありまして、以下、その要

点を申し上げます。 

 第一に、司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める

期間、修習給付金を支給するものとしております。 

 修習給付金の種類は、司法修習生に一律に支給する基本給付金のほか、司法修習生が

みずから居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合に支給する住居給付金

及び司法修習生がその修習に伴い住所または居所を移転することが必要と認められる場

合にその移転について支給する移転給付金としておりまして、その額はいずれも最高裁

判所が定めることとしております。 

 また、いわゆる貸与制につきましては、貸与額を見直した上で新たな給付制度と併存

させることとしております。 

 第二に、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当

たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、罷免以外に、修習の停

止を命じ、または戒告することができるものといたしております。 

 このほか、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。 

 以上が、裁判所法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

二、衆議院法務委員長報告（平成二九年四月四日） 

○鈴木淳司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

次に、裁判所法の一部を改正する法律案は、近年の法曹養成制度をめぐる状況の変化

に鑑み、法曹となる人材の確保の推進等を図るため、司法修習生に対し、修習給付金を

支給する制度の創設等を行おうとするものであります。 

 両案は、去る三月十七日本委員会に付託され、二十一日、金田法務大臣から提案理由

の説明を聴取し、質疑に入り、二十四日参考人から意見を聴取しました。三十一日、質

疑を終局し、討論、採決の結果、裁判所職員定員法改正案は賛成多数をもって、また、

裁判所法改正案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 



……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院法務委員長報告（平成二九年四月一九日） 

○秋野公造君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年の法曹養成制度をめぐる状況の変化に鑑み、法曹となる人材の確保 

の推進等を図るため、司法修習生に対し、修習給付金を支給する制度の創設等を行おう 

とするものであります。 

 委員会におきましては、修習給付金支給制度創設の背景、趣旨、貸与制を利用した者 

への救済措置の必要性、法曹志望者減少の理由についての法務大臣の認識、司法修習中 

に貸与制を利用した弁護士の経済状況、罷免に加え修習の停止及び戒告を設けた理由等 

について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの 

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


